
目

次

規

則

△

広
島
県
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

文
書
法
制
室)

…
…
…
二

△

広
島
県
文
化
芸
術
ホ
ー
ル
設
置
及
び
管
理
条
例
の
施
行
期
日
を
定

め
る
規
則

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

…
…
…
三

△

広
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(

〃

)

…
…
…
三

△

広
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

(

障
害
者
支
援
室)

…
…
…
四

△

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

(
商
工
金
融
室)

…
…
…
四

(

以
上
県
法
規
登
載)

告

示

△

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

(

口
頭
に
よ
る
開
示

請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人
情
報)

の
一
部
を
改
正
す

る
告
示

(

行
政
情
報
室)
…
…
…
四

△

一
部
事
務
組
合
と
広
島
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託

に
関
す
る
規
約
の
廃
止

(

市
町
行
財
政
室)

…
…
…
五

(

以
上
県
法
規
登
載)

△

漁
業
の
免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項
な
ど
の
定
め

(

漁
業
調
整
室)

…
…
…
五

△

保
安
林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知(

四
件)

(

治

山

室)

…
…
…
六

△

指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知

(

〃

)

…
…
…
七

△

公
共
測
量
の
終
了

(

土
木
総
務
室)

…
…
…
八

△

建
設
業
法
の
規
定
に
よ
る
建
設
業
者
の
営
業
停
止
命
令

(

建
設
産
業
室)

…
…
…
八

△

道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
河
川
管
理
室)

…
…
…
八

△

道
路
の
供
用
開
始

(

〃

)

…
…
…
八

△

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可(

九
件)

(

都
市
整
備
室)

…
…
…
九
△

港
湾
法
の
規
定
に
よ
る
臨
港
地
区
内
に
お
け
る
分
区
の
指
定

(

七

件)
(

港
湾
管
理
室)

…
…
一
一

公

告

△

農
業
振
興
地
域
整
備
計
画
の
変
更

(

農
業
経
営
室)

…
…
一
二

△

土
地
改
良
区
合
併
の
認
可

(

土
地
改
良
室)

…
…
一
二

△

市
町
都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
縦
覧

(

都
市
企
画
室)

…
…
一
三

△

都
市
計
画
事
業
の
施
行

(

都
市
整
備
室)

…
…
一
三

△

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

(

尾
三
地
域
事
務
所)

…
…
一
三

議
会
事
務
局
告
示

△

広
島
県
議
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る

規
程

一
三

公
安
委
員
会
告
示

△

遊
技
機
の
型
式
の
検
定
の
告
示

一
三

内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示

△

漁
業
法
の
規
定
に
よ
る
水
産
動
植
物
の
採
捕
に
関
す
る
制
限
等
の

指
示

一
四

広
島
県
高
速
道
路
公
社
公
告

△

都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可

一
五

正

誤

△

平
成
十
九
年
三
月
十
五
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
二
十
号
中

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
八
号
の
訂
正

一
六

公公公
布布布
さささ
れれれ
たたた
規規規
則則則
ののの
あああ
ららら
ままま
ししし

★

広
島
県
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
十
二
号)

(

文
書
法
制
室)

一

改
正
の
要
旨

広
島
県
報
を
電
磁
的
方
法
に
よ
り
発
行
す
る
こ
と
と
す
る
た
め
、
広
島
県
公
告
式
条
例
の
一
部
が
改

正
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
同
条
例
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
と
と
も
に
、
広
島
県
報
の
発

行
手
続
に
つ
い
て
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
っ
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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…
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…
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定
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期

号

発行者 広 島 県

広 島 県 総 務 部発行所 総務管理局文書法制室

購読料 月 額 ２�７００円



★

広
島
県
立
文
化
芸
術
ホ
ー
ル
設
置
及
び
管
理
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

(

規
則
第
十
三
号)

(

文
化
・
県
民
協
働
室)

広
島
県
立
文
化
芸
術
ホ
ー
ル
設
置
及
び
管
理
条
例
の
施
行
期
日
を
平
成
十
九
年
四
月
一
日
と
す
る
こ
と

と
し
た
。

★

広
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
十
四
号)

(

文
化
・

県
民
協
働
室)

一

改
正
の
要
旨

広
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
っ
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日

★

広
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
十
五
号)

(

障
害
者
支
援
室)

一

改
正
の
要
旨

広
島
県
の
事
務
を
市
町
が
処
理
す
る
特
例
を
定
め
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
書
類
の
経
由
に
係

る
規
定
の
整
理
を
行
っ
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日

★

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

規
則
第
十
六
号)

(

商
工
金

融
室)

一

改
正
の
要
旨

貸
金
業
者
登
録
簿
を
閲
覧
で
き
る
時
間
に
つ
い
て
、
勤
務
時
間
の
改
正
に
伴
い
、
必
要
な
改
正
を
行

っ
た
。

二

施
行
期
日

平
成
十
九
年
四
月
一
日

規規規

則則則

広
島
県
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
十
二
号

広
島
県
報
発
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
報
発
行
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
広
島
県
規
則
第
四
十
四
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

趣
旨)

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
広
島
県
公
告
式
条
例

(

昭
和
二
十
五
年
広
島
県
条
例
第
四
十
六
号
。
以
下

｢

条
例

｣

と
い
う
。)

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
広
島
県
報

(

以
下

｢

県
報｣

と
い
う
。)

の
発
行
に
関
し
必
要

な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

第
二
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

条
例

二

規
則

(

知
事
が
定
め
る
も
の
に
限
る
。
次
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。)

三

訓
令

四

告
示

五

公
告

第
二
条
第
七
号
中

｢

県
議
会
、
県
教
育
委
員
会
、
県
選
挙
管
理
委
員
会
、
県
人
事
委
員
会
、
県
公
安
委
員

会
、
広
島
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
、
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
、
県
監
査
委
員
等｣

を

｢

議
会
、
教
育
委

員
会
、
公
安
委
員
会
、
選
挙
管
理
委
員
会
、
監
査
委
員
、
人
事
委
員
会
、
労
働
委
員
会
、
海
区
漁
業
調
整
委

員
会
、
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
又
は
収
用
委
員
会｣

に
改
め
、
同
条
第
八
号
中

｢

室
長
相
当
職｣

を

｢

相

当
職｣

に
改
め
る
。

第
三
条
の
見
出
し
を

｢
(

種
類
等)

｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
三
項
を
加
え
る
。

２

定
期
の
県
報
は
、
毎
週
月
曜
日
及
び
木
曜
日

(

第
四
項
第
一
号
に
お
い
て

｢

発
行
日｣

と
い
う
。)

に

発
行
す
る
。
た
だ
し
、
そ
の
日
が
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号)

に
規
定
す
る
休
日

(

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

｢

休
日｣

と
い
う
。)

に
当
た
る
と
き
は
、
当
該
休
日
の
翌

日
以
後
の
日
で
あ
つ
て
当
該
休
日
に
最
も
近
い
日
曜
日
、
土
曜
日
又
は
休
日
で
な
い
日
に
発
行
す
る
。

３

号
外
の
県
報
は
、
県
報
に
登
載
す
べ
き
事
項
が
緊
急
を
要
す
る
と
き
そ
の
他
定
期
の
県
報
に
登
載
し
難

い
事
情
が
あ
る
と
総
務
部
総
務
管
理
局
文
書
法
制
室
の
長

(

以
下

｢

文
書
法
制
室
長｣

と
い
う
。)

が
認

め
る
と
き
に
発
行
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
に
掲
げ
る
場
合
は
、
定
期
の
県
報
の
発
行
を
休
止
す
る
。
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一

発
行
日
が
一
月
一
日
か
ら
一
月
三
日
ま
で
又
は
十
二
月
二
十
九
日
か
ら
十
二
月
三
十
一
日
ま
で
に
当

た
る
場
合

二

第
五
条
の
規
定
に
よ
る
原
稿
の
送
付
が
な
い
場
合

三

発
行
が
困
難
で
あ
る
と
文
書
法
制
室
長
が
認
め
る
場
合

第
四
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

(

発
行
方
法)

第
四
条

条
例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
方
法
は
、
県
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備

え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
さ
れ
た
情
報
の
内
容
を
電
気
通
信
回
線
を
通
じ
て
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者

の
閲
覧
に
供
し
、
当
該
情
報
の
提
供
を
受
け
る
者
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル

に
当
該
情
報
を
記
録
す
る
方
法
と
す
る
。

２

条
例
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
公
衆
の
用
に
供
さ
れ
て
い
る
電
気
通
信
回

線
に
接
続
し
て
い
る
自
動
公
衆
送
信
装
置

(
著
作
権
法

(

昭
和
四
十
五
年
法
律
第
四
十
八
号)

第
二
条
第

一
項
第
九
号
の
五
イ
に
規
定
す
る
自
動
公
衆
送
信
装
置
を
い
う
。)

を
使
用
す
る
こ
と
と
す
る
。

第
五
条
か
ら
第
十
条
ま
で
を
削
る
。

第
十
一
条
中

｢

県
報
に
登
載
す
る
事
項

(

県
条
例
を
除
く
。)

に
つ
い
て
は
、
主
務
室｣

を

｢

第
二
条
各

号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
主
務
室
又
は
事
務
局｣

に
、

｢

主
務
室
長｣

を

｢

主
務
室
長
等｣

に
、｢

原
稿｣

を

｢

当
該
事
項
に
係
る
原
稿｣

に
、

｢

当
該
決
裁
文
書
と
照
合
し
た
上
、｣

を

｢

文
書
法
制
室
長
が
別
に
定

め
る
日
時
ま
で
に｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

文
書
法
制
室
長
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
原
稿
の
送
付
を
受
け
た
と
き
は
、
速
や
か
に
県
報
の
発
行
の

手
続
を
執
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
を
第
五
条
と
し
、
第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
を
削
る
。

第
十
六
条
第
一
項
中

｢

誤
植

(

以
下｣

を

｢

表
記
の
誤
り

(

第
三
項
に
お
い
て｣
に
改
め
、｢

と
き
は｣

の
下
に

｢

、
主
務
室
長
等
の
原
稿
の
誤
り
に
よ
る
も
の
に
あ
つ
て
は
主
務
室
長
等
が
、
こ
れ
以
外
の
も
の
に

あ
つ
て
は
文
書
法
制
室
長
が｣

を
加
え
、
同
条
第
二
項
中

｢

正
誤｣

を

｢

前
項
の
正
誤｣

に
改
め
、
同
条
第

三
項
を
削
り
、
同
条
第
四
項
中

｢

主
務
室
長｣

を

｢

主
務
室
長
等｣

に
改
め
、
同
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、

同
条
第
五
項
を
同
条
第
四
項
と
し
、
同
条
を
第
六
条
と
す
る
。

第
十
七
条
を
削
る
。

別
記
様
式
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
島
県
立
文
化
芸
術
ホ
ー
ル
設
置
及
び
管
理
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
十
三
号

広
島
県
立
文
化
芸
術
ホ
ー
ル
設
置
及
び
管
理
条
例
の
施
行
期
日
を
定
め
る
規
則

広
島
県
立
文
化
芸
術
ホ
ー
ル
設
置
及
び
管
理
条
例(

平
成
十
九
年
広
島
県
条
例
第
三
号)

の
施
行
期
日
は
、

平
成
十
九
年
四
月
一
日
と
す
る
。

広
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
十
四
号

広
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則

(

平
成
十
年
広
島
県
規
則
第
七
十
九
号)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
二
十
一
条
中

｢

第
五
条
第
二
項｣

を

｢

第
六
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
二
条
と
す
る
。

第
二
十
条
第
一
項
中｢

第
五
条
第
二
項｣

を｢

第
六
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
一
条
と
す
る
。

第
十
九
条
中

｢

第
五
条
第
二
項｣

を

｢

第
六
条
第
二
項｣

に
改
め
、
同
条
を
第
二
十
条
と
し
、
第
十
八
条

の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

(

情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
関
す
る
事
項)

第
十
九
条

法
第
四
十
四
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関

す
る
法
律

(

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号)

第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
に
基
づ
き
電
子
情
報

処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
場
合
に
お
け
る

手
続
等
に
つ
い
て
は
、
広
島
県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
施
行
規

則

(

平
成
十
六
年
広
島
県
規
則
第
六
十
七
号)

に
定
め
る
手
続
等
の
例
に
よ
る
。

別
記
様
式
第
一
号
注
１
中

別
記
様
式
第
三
号
注
４
中

｢証
さ
れ
た
｣

を

｢証
さ
れ
る
｣

に
改
め
、
同
様
式
注
５
中
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｢
各
役
員
の
住
所
又
は
居
所
を
証
す
る
書
面
(法
第

10条
第
１
項
第
２
号
ハ
)

｣

を

｢
各
役
員
の
住
所
又
は
居
所
を
証
す
る
書
面
(広
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
第
２
条

第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
除
く

。)
(法
第

10条
第
１
項
第
２
号
ハ
)

｣

に
改
め
る
。

｢
当
該
役
員
の
住
所
又
は
居
所
を
証
す
る
書
面
(法
第

23条
第
２
項
)

｣

を

｢
当
該
役
員
の
住
所
又
は
居
所
を
証
す
る
書
面
(条
例
第
２
条
第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合

を
除
く

。)
(法
第

23条
第
２
項
)

｣

に
改
め
る
。

(定期)



別
記
様
式
第
十
一
号
注
１
中

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

広
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
十
五
号

広
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

広
島
県
心
身
障
害
者
扶
養
共
済
制
度
条
例
施
行
規
則

(
昭
和
四
十
五
年
広
島
県
規
則
第
三
十
五
号)

の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
六
条
中

｢

竹
原
市
、
尾
道
市
、
三
次
市
、
庄
原
市
、
安
芸
高
田
市
、
江
田
島
市
、
熊
野
町｣

を

｢

呉

市
、
竹
原
市
、
三
原
市
、
尾
道
市
、
福
山
市
、
府
中
市
、
三
次
市
、
庄
原
市
、
大
竹
市
、
東
広
島
市
、
安
芸

高
田
市
、
江
田
島
市
、
府
中
町
、
海
田
町
、
熊
野
町
、
坂
町
、
安
芸
太
田
町
、
北
広
島
町｣

に
改
め
る
。

別
記
様
式
第
二
号
中

｢市
長
)
殿
｣

を

｢市
町
長
)
様
｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
規
則
第
十
六
号

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

貸
金
業
の
規
制
等
に
関
す
る
法
律
施
行
細
則

(

昭
和
五
十
八
年
広
島
県
規
則
第
七
十
五
号)

の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
三
項
中

｢

午
後
五
時｣

を

｢

午
後
五
時
半｣

に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告告告

示示示

広
島
県
告
示
第
三
百
九
号

平
成
十
七
年
広
島
県
告
示
第
五
百
二
十
二
号

(

口
頭
に
よ
る
開
示
請
求
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
保
有
個
人

情
報)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

表
中
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4

｢
各
役
員
の
住
所
又
は
居
所
を
証
す
る
書
面
(法
第

10条
第
１
項
第
２
号
ハ
)

｣

を

｢
各
役
員
の
住
所
又
は
居
所
を
証
す
る
書
面
(広
島
県
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
条
例
第
２
条

第
４
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
場
合
を
除
く

。)
(法
第

10条
第
１
項
第
２
号
ハ
)

｣

に
改
め
る
。

｢

広
島
県
立
保
健
福

祉
大
学
第
三
年
次

編
入
学
試
験

県
立
広
島
大
学
特

別
選
抜
入
学
試
験

県
立
広
島
大
学
専

門
高
校
・
総
合
学

科
卒
業
生
選
抜
入

学
試
験

県
立
広
島
大
学
一

般
選
抜
入
学
試
験

行
政
書
士
試
験

英
語
及
び
小
論
文
の
得
点
、
面
接
の

成
績(

得
点
又
は
段
階
評
価)

並
び

に
こ
れ
ら
の
得
点
を
合
計
し
た
得
点

(

面
接
の
成
績
が
得
点
化
さ
れ
て
い

る
学
科
に
限
る
。)

小
論
文
又
は
現
代
日
本
語
の
得
点
、

面
接
の
成
績

(

得
点
又
は
段
階
評

価)

、
書
類
審
査
の
得
点

(

合
否
判

定
に
利
用
し
た
学
科
に
限
る
。)

及

び
こ
れ
ら
の
得
点
を
合
計
し
た
得
点

(

面
接
の
成
績
が
得
点
化
さ
れ
て
い

る
学
科
に
限
る
。)

並
び
に
推
薦
入

学
試
験
の
各
募
集
区
分
に
お
け
る
個

人
成
績
の
順
位

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
の
総
合
得

点
及
び
科
目
別
得
点(

合
否
判
定
に

利
用
し
た
科
目
に
限
る
。)

、
個
別
学

力
検
査
等
の
成
績(

得
点
又
は
段
階

評
価)

並
び
に
募
集
区
分
に
お
け
る

個
人
成
績
の
順
位

大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験
の
総
合
得

点
及
び
科
目
別
得
点(

合
否
判
定
に

利
用
し
た
科
目
に
限
る
。)

、
個
別
学

力
検
査
等
の
成
績(

得
点
又
は
段
階

評
価)

、
大
学
入
試
セ
ン
タ
ー
試
験

の
総
合
得
点
と
個
別
学
力
検
査
等
の

得
点
を
合
計
し
た
得
点(

個
別
学
力

検
査
等
の
成
績
を
す
べ
て
得
点
化
し

て
い
る
学
科
に
限
る
。)

並
び
に
募

集
区
分
に
お
け
る
個
人
成
績
の
順
位

科
目
別
得
点
、
総
合
得
点

同 四
月
一
六
日
か
ら
一
か
月

間 合
格
発
表
日
か
ら
一
年
間

広
島
県
立
保
健
福
祉

大
学

県
立
広
島
大
学

行
政
情
報
コ
ー
ナ
ー｣

を

(定期)



改
め
る
。

広
島
県
告
示
第
三
百
十
号

地
方
自
治
法

(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号)

第
二
百
五
十
二
条
の
十
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

昭
和
三
十
一
年
六
月
一
日
に
定
め
た
世
羅
中
央
病
院
組
合
と
広
島
県
と
の
間
の
公
平
委
員
会
の
事
務
の
委
託

に
関
す
る
規
約
を
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
廃
止
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
三
百
十
一
号

漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
十
一
条
第
一
項
の
定
め
に
よ
っ
て
、
漁
業
の
免
許

の
内
容
た
る
べ
き
事
項
な
ど
を
次
の
と
お
り
定
め
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

免
許
予
定
日

平
成
十
九
年
六
月
二
十
八
日

存
続
期
間

免
許
の
日
か
ら
平
成
二
十
年
八
月
三
十
一
日
ま
で

申
請
期
間

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日
か
ら
平
成
十
九
年
五
月
二
十
五
日
ま
で

一

公
示
番
号

区
第
四
百
五
十
六
号

二

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項

１

漁
業
種
類
、
名
称
及
び
時
期

２

漁
場
の
位
置
及
び
区
域

漁
場
の
位
置

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
長
松
地
先

漁
場
の
区
域

次
の
ア
イ
、
イ
ウ
、
ウ
エ
、
エ
ア
を
結
ん
だ
四
直
線
に
よ
っ
て
囲
ま
れ
た
区
域

基

点

一

大
崎
上
島
町
中
野

(

瀬
井
の
東
鼻)

二

〃

崎
長
松
護
岸
東
端

ア

一
か
ら
大
崎
上
島
町
大
相
賀
島
東
端
を
見
通
す
線
上
四
十
メ
ー
ト
ル
の
所

イ

〃

百
メ
ー
ト
ル
の
所

ウ

二
か
ら
大
崎
上
島
町
長
島
中
国
電
力
大
崎
発
電
所
荷
揚
げ
桟
橋
西
端
を
見
通
す
線
上

二
百
メ
ー
ト
ル
の
所

エ

〃百
メ
ー
ト
ル
の
所

三

地
元
地
区

豊
田
郡
大
崎
上
島
町
中
野
、
大
串
、
東
野

一

公
示
番
号

区
第
四
百
五
十
七
号

二

免
許
の
内
容
た
る
べ
き
事
項

１

漁
業
種
類
、
名
称
及
び
時
期

２

漁
場
の
位
置
及
び
区
域

漁
場
の
位
置

福
山
市
走
島
町
神
原
地
先

漁
場
の
区
域

次
の
ア
イ
、
イ
ウ
、
ウ
エ
、
エ
オ
、
オ
カ
、
カ
キ
、
キ
ア
を
結
ん
だ
七
直
線
に
よ
っ

て
囲
ま
れ
た
区
域

基

点

一

走
島
神
原
の
端

二

〃

軍
艦
石

三

〃

小
山
の
鼻
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｢

行
政
書
士
試
験

科
目
別
得
点
、
総
合
得
点

合
格
発
表
日
か
ら
一
年
間

行
政
情
報
コ
ー
ナ
ー｣

に
、

｢

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師

試
験

調
理
師
試
験

歯
科
技
工
士
試
験

看
護
専
門
学
校
入

学
試
験

准
看
護
師
試
験

同 同 科
目
別
得
点
、
総
合
得
点

科
目
別
得
点
、
面
接
の
成
績(

段
階

評
価)

科
目
別
得
点
、
総
合
得
点

同 同 同 同 同

生
活
衛
生
室

同 健
康
増
進
・
歯
科
保

健
室

県
立
三
次
看
護
専
門

学
校

医
務
看
護
室

｣

を

｢

ク
リ
ー
ニ
ン
グ
師

試
験

看
護
専
門
学
校
入

学
試
験

歯
科
技
工
士
試
験

准
看
護
師
試
験

調
理
師
試
験

科
目
別
得
点
、
総
合
得
点

科
目
別
得
点
、
面
接
の
成
績(

段
階

評
価)

同 同 科
目
別
得
点
、
総
合
得
点

同 同 同 同 同

生
活
衛
生
室

県
立
三
次
看
護
専
門

学
校

同 医
務
看
護
室

健
康
増
進
・
歯
科
保

健
室

｣

に

第
一
種
区
画
漁
業

漁
業
種
類

魚
類
小
割
式
養
殖
業

名
称

一
月
一
日
か
ら
一
二
月
三
一
日
ま
で

時

期

第
一
種
区
画
漁
業

漁
業
種
類

の
り
養
殖
業 名

称

九
月
二
〇
日
か
ら
翌
年
三
月
三
一
日
ま
で

時

期

(定期)



ア

一
か
ら
走
島
町
鴻
の
石
灯
台
を
見
通
す

(

三
三
四
度)

線
上
三
百
メ
ー
ト
ル
の
所

イ

〃

福
山
市
箕
島
町
箕
沖
埋
立
地
南
角
を
見
通
す

(

三
五
七
度
三
〇
分)

線
上
九

百
メ
ー
ト
ル
の
所

ウ

二
か
ら
箕
沖
埋
立
地
東
角
を
見
通
す

(

一
度
三
〇
分)

線
上
八
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の

所

エ

〃

岡
山
県
北
木
島
高
山
鼻
を
見
通
す

(

七
〇
度)

線
上
八
百
五
十
メ
ー
ト
ル
の

所

オ

三
か
ら
岡
山
県
梶
子
島
の
高
を
見
通
す

(

五
〇
度)

線
上
六
百
メ
ー
ト
ル
の
所

カ

〃

二
百
メ
ー
ト
ル
の
所

キ

二
か
ら
梶
子
島
南
端
を
見
通
す

(

五
八
度)

線
上
三
百
八
十
メ
ー
ト
ル
の
所

三

地
元
地
区

福
山
市
走
島
町

広
島
県
告
示
第
三
百
十
二
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

廿
日
市
市
原
字
長
谷
三
四
六
、
三
五
三

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
長
谷
三
四
六
、
三
五
三

(

以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
廿
日
市
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
三
百
十
三
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
佐
伯
区
湯
来
町
大
字
麦
谷
字
川
角
谷
一
二
七
の
一

(

次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
一
三
〇

の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

(二)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(三)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
三
百
十
四
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

広
島
市
佐
伯
区
湯
来
町
大
字
菅
澤
字
多
田
越
道
下
タ
五
〇
五
の
一
、
字
多
田
越
道
上
ヱ
五
六
三
、
五
六

六
、
五
七
三
、
五
七
六
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。
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字
多
田
越
道
下
タ
五
〇
五
の
一
・
字
多
田
越
道
上
ヱ
五
六
三
・
五
六
六
・
五
七
三
・
五
七
六
の
一

(

以
上
五
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
広
島
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
三
百
十
五
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
森
林
を
保
安

林
予
定
森
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産
大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

三
次
市
吉
舎
町
矢
野
地
字
高
草
三
三
四
の
一
、
三
四
○
、
字
杉
ケ
久
保
三
二
三
の
二
か
ら
三
二
三
の
四

ま
で
、
字
土
井
六
四
九
、
六
五
一
、
六
五
二

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

(一)

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

字
高
草
三
三
四
の
一
・
三
四
○
・
字
杉
ケ
久
保
三
二
三
の
二
か
ら
三
二
三
の
四
ま
で
・
字
土
井
六

四
九
・
六
五
二

(

以
上
七
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る
。)

、
六
五
一

(二)

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
定
め
な
い
。

(三)

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町

村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

(四)

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

２

立
木
の
伐
採
の
限
度

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
図｣

及
び

｢

次
の
と
お
り｣

は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農

林
整
備
局
治
山
室
及
び
三
次
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)

広
島
県
告
示
第
三
百
十
六
号

森
林
法

(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号)

第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十

九
条
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
保
安
林
を
指
定
施
業
要
件
変
更
予
定
保
安
林
に
す
る
旨
の
通
知
を
農
林
水
産

大
臣
か
ら
受
け
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

安
芸
高
田
市
向
原
町
坂
字
歌
木
山
一
九
〇
五
の
三
三
五

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
か
ん
養

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

(一)

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(二)

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

二
１

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

安
芸
高
田
市
向
原
町
坂
字
叶
木
山
一
八
九
三
の
一
七
五

２

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

３

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

(一)

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

(二)

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

(｢

次
の
と
お
り｣
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
広
島
県
農
林
水
産
部
農
林
整
備
局
治
山
室
及
び
安
芸

高
田
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。)
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広
島
県
告
示
第
三
百
十
七
号

平
成
十
八
年
広
島
県
告
示
第
七
百
七
十
号
の
告
示
に
係
る
公
共
測
量
が
終
了
し
た
旨
、
広
島
県
福
山
地
域

事
務
所
長
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
三
百
十
八
号

建
設
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
建
設

業
者
の
営
業
の
停
止
を
命
じ
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

処
分
を
し
た
年
月
日

平
成
十
九
年
三
月
十
九
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名

有
限
会
社
渡
矢
開
発

三
次
市
三
和
町
羽
出
庭
一
三
八
五
番
地
の
一

取
締
役

渡
矢

つ
ゆ
子

三

被
処
分
者
の
許
可
番
号

広
島
県
知
事
許
可

(

般
―
一
七)

第
二
五
○
七
七
号

四

処
分
の
内
容

１

停
止
を
命
じ
た
営
業
の
範
囲

建
設
業
の
営
業
の
全
部

２

営
業
の
停
止
を
命
じ
た
期
間

平
成
十
九
年
四
月
三
日
か
ら
平
成
十
九
年
四
月
九
日
ま
で

五

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

被
処
分
者
及
び
被
処
分
者
の
元
代
表
取
締
役
は
、
廃
棄
物
の
処
理
及
び
清
掃
に
関
す
る
法
律
違
反
に
よ

り
、
広
島
地
方
裁
判
所
三
次
支
部
か
ら
、
被
処
分
者
に
つ
い
て
は
罰
金
五
百
万
円
、
元
代
表
取
締
役
に
つ

い
て
は
、
懲
役
二
年
六
月
執
行
猶
予
三
年
及
び
罰
金
三
百
万
円
の
判
決
を
受
け
、
平
成
十
八
年
十
一
月
二

十
三
日
に
そ
の
刑
が
そ
れ
ぞ
れ
確
定
し
た
。

こ
の
こ
と
が
、
建
設
業
法
第
二
十
八
条
第
一
項
第
三
号
に
該
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
。

広
島
県
告
示
第
三
百
十
九
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
道
路
の
区
域
を
次

の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
四
月
九
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路
線
名

深
江
柿
浦
線

三

道
路
の
区
域

広
島
県
告
示
第
三
百
二
十
号

道
路
法

(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
道
路
の
供
用

を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
広
島
県
土
木
部
土
木
整
備
局
道
路
河
川
管
理
室
及
び
広
島
県
広
島
地
域
事
務
所
建
設

局
に
お
い
て
、
平
成
十
九
年
四
月
九
日
ま
で
の
間
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山
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江
田
島
市
大
柿
町
深
江
字
下
郷
二
一
二
〇
番
一
地
先
か
ら

江
田
島
市
大
柿
町
深
江
字
下
郷
二
〇
九
五
番
三
地
先
ま
で

江
田
島
市
大
柿
町
深
江
字
下
郷
二
一
五
三
番
五
地
先
か
ら

江
田
島
市
大
柿
町
深
江
字
下
郷
二
一
二
〇
番
一
地
先
ま
で

区

間

新 旧 新 旧 新
旧

の
別

一
四
・
八
〇
〜

一
八
・
〇
〇

一
四
・
四
〇
〜

一
七
・
〇
〇

一
二
・
〇
〇
〜

四
七
・
一
〇

四
・
五
〇
〜
六
・

〇
〇

一
二
・
〇
〇
〜

三
六
・
〇
〇

敷
地
の
幅
員

(

メ
ー
ト
ル)

五
八
・
〇
〇

五
八
・
〇
〇

一
一
二
・
〇
〇

一
一
一
・
〇
〇

一
一
〇
・
〇
〇

延

長

(

メ
ー
ト
ル)

拡
幅

ダ
ブ
ル
ウ
ェ
イ

解
除

拡
幅 備

考

県
道
深
江
柿
浦

線 路

線

名

江
田
島
市
大
柿
町
深
江
字
下
郷
二
一
五
三
番
五
地
先
か
ら

江
田
島
市
大
柿
町
深
江
字
下
郷
二
〇
九
五
番
三
地
先
ま
で

供

用

を

開

始

す

る

区

間

平
成
一
九
年
三
月
二

六
日

供
用
を
開
始
す
る
日

(定期)



広
島
県
告
示
第
三
百
二
十
一
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
八
年
広

島
県
告
示
第
二
百
九
十
六
号
で
認
可
し
た
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

広
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
道
路
事
業

(
広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業)

一
・
四
・
〇
〇
一
号
広
島
南
道
路
及

び
三
・
三
・
三
四
一
号
宇
品
観
音
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
一
年
八
月
三
十
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

広
島
県
告
示
第
三
百
二
十
二
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
二
年
広

島
県
告
示
第
八
百
七
十
九
号
で
認
可
し
た
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

広
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
道
路
事
業

(

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業)

三
・
三
・
〇
一
〇
号
中
筋
温
品
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
二
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

広
島
県
告
示
第
三
百
二
十
三
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
五
年
広

島
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号
で
認
可
し
た
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

広
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
道
路
事
業

(

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業)

三
・
三
・
三
一
五
号
駅
前
大
州
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
八
年
八
月
二
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

広
島
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
五
年
広

島
県
告
示
第
百
四
十
九
号
で
認
可
し
た
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

広
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
道
路
事
業

(

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業)

三
・
四
・
七
四
一
号
高
陽
可
部
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
八
年
五
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

平成19年 3月26日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 1 7号

9

(定期)



広
島
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
六
年
広

島
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号
で
認
可
し
た
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

広
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
道
路
事
業

(
広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業)

三
・
四
・
六
〇
二
号
花
都
川
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
九
年
八
月
二
十
八
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

広
島
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
五
年
広

島
県
告
示
第
四
百
三
十
七
号
で
認
可
し
た
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

広
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
道
路
事
業

(

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業)

三
・
四
・
二
〇
一
号
畑
口
寺
田
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
年
二
月
十
九
日
か
ら
平
成
二
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

広
島
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
五
年
広

島
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号
で
認
可
し
た
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

広
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
道
路
事
業

(

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業)

三
・
四
・
二
〇
七
号
寿
老
地
中
地
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
八
年
十
二
月
九
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

広
島
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
五
年
広

島
県
告
示
第
三
百
五
十
六
号
で
認
可
し
た
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

広
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
道
路
事
業

(

広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業)

三
・
五
・
二
〇
九
号
駅
前
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
八
年
十
一
月
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し
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広
島
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
平
成
十
二
年
広

島
県
告
示
第
八
百
八
十
六
号
で
認
可
し
た
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

施
行
者
の
名
称

広
島
市

二

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
道
路
事
業

(
広
島
平
和
記
念
都
市
建
設
事
業)

三
・
二
・
三
一
二
号
御
幸
橋
三
篠
線

三

事
業
施
行
期
間

平
成
十
二
年
九
月
二
十
五
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

な
し

広
島
県
告
示
第
三
百
三
十
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
因
島
都
市
計

画
臨
港
地
区

(

中
浜
港
臨
港
地
区)

内
に
お
け
る
分
区
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
広
島
県
空
港
港
湾
部
空
港
港
湾
事
業
局
港
湾
管
理
室
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所

建
設
局
管
理
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
因
島
都
市
計

画
臨
港
地
区

(

重
井
港
臨
港
地
区)

内
に
お
け
る
分
区
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
広
島
県
空
港
港
湾
部
空
港
港
湾
事
業
局
港
湾
管
理
室
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所

建
設
局
管
理
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
因
島
都
市
計

画
臨
港
地
区

(

土
生
港
臨
港
地
区)

内
に
お
け
る
分
区
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
広
島
県
空
港
港
湾
部
空
港
港
湾
事
業
局
港
湾
管
理
室
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所

建
設
局
管
理
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
昭
和
三
十
九
年
広
島
県
告
示
第
七
百
五
十
四
号

(

商
港
区
等
の
指
定)

は
、
廃
止
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

港
湾
法

(
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
因
島
都
市
計

画
臨
港
地
区

(

生
口
港
臨
港
地
区)

内
に
お
け
る
分
区
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
広
島
県
空
港
港
湾
部
空
港
港
湾
事
業
局
港
湾
管
理
室
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所

建
設
局
管
理
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
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商

港

区

分
区
の
種
類

尾
道
市
因
島
大
浜
町
字
西
浜
及
び
同
市
因
島
外
浦
町
字
大
苅
又
の

そ
れ
ぞ
れ
の
一
部

区

域

〇
・
二

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

商

港

区

分
区
の
種
類

尾
道
市
因
島
重
井
町
字
浜
田
、
同
市
因
島
重
井
町
字
長
串
及
び
同

市
因
島
重
井
町
字
須
鼻
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部

区

域

〇
・
六

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

修
景
厚
生
港
区

漁

港

区

工

業

港

区

商

港

区

分
区
の
種
類

尾
道
市
因
島
土
生
町
字
湊
越
の
一
部

尾
道
市
因
島
土
生
町
字
津
部
附
の
一
部

尾
道
市
因
島
土
生
町
字
荒
神
平
、
同
市
因
島
土
生
町
字
城
ノ
平
、

同
市
因
島
土
生
町
字
小
長
崎
、
同
市
因
島
土
生
町
字
小
長
崎
奥
、

同
市
因
島
土
生
町
字
宇
三
開
、
同
市
因
島
土
生
町
字
安
郷
、
同
市

因
島
土
生
町
字
中
安
郷
、
同
市
因
島
土
生
町
字
崎
安
郷
、
同
市
因

島
土
生
町
字
崎
安
郷
奥
、
同
市
因
島
三
庄
町
字
家
老
渡
、
同
市
因

島
三
庄
町
字
先
安
郷
、
同
市
因
島
三
庄
町
字
安
郷
及
び
同
市
因
島

田
熊
町
字
金
山
新
開
及
び
同
市
因
島
田
熊
町
字
小
越
中
の
そ
れ
ぞ

れ
の
一
部

尾
道
市
因
島
三
庄
町
字
小
用
、
同
市
因
島
土
生
町
字
塩
浜
、
同
市

因
島
田
熊
町
字
大
越
中
及
び
同
市
因
島
田
熊
町
字
竹
長
新
開
の
そ

れ
ぞ
れ
の
一
部 区

域

〇
・
一

〇
・
四

三
七
・
六

〇
・
九

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

(定期)



平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
瀬
戸
田
都
市

計
画
臨
港
地
区

(

生
口
港
臨
港
地
区)
内
に
お
け
る
分
区
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
広
島
県
空
港
港
湾
部
空
港
港
湾
事
業
局
港
湾
管
理
室
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所

建
設
局
管
理
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
三
百
三
十
五
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
瀬
戸
田
都
市

計
画
臨
港
地
区

(

瀬
戸
田
港
臨
港
地
区)

内
に
お
け
る
分
区
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
広
島
県
空
港
港
湾
部
空
港
港
湾
事
業
局
港
湾
管
理
室
及
び
広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所

建
設
局
管
理
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

広
島
県
告
示
第
三
百
三
十
六
号

港
湾
法

(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
十
八
号)

第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
江
田
島
都
市

計
画
臨
港
地
区

(

小
用
港
臨
港
地
区)

内
に
お
け
る
分
区
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

そ
の
関
係
図
書
は
、
広
島
県
空
港
港
湾
部
空
港
港
湾
事
業
局
港
湾
管
理
室
及
び
広
島
県
広
島
港
湾
振
興
局

港
営
課
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

公公公

告告告

農
業
振
興
地
域
の
整
備
に
関
す
る
法
律

(

昭
和
四
十
四
年
法
律
第
五
十
八
号)

第
十
三
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
っ
て
、
芸
北
広
域
営
農
団
地
整
備
計
画
を
変
更
し
た
。

な
お
、
こ
の
計
画
の
写
し
は
、
広
島
県
農
林
水
産
部
農
水
産
振
興
局
農
業
経
営
室
及
び
広
島
県
芸
北
地
域

事
務
所
農
林
局
に
備
え
置
い
て
、
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
七
十
二
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
神
石
高

原
町
油
木
土
地
改
良
区
、
神
石
高
原
町
神
石
土
地
改
良
区
、
神
石
高
原
町
豊
松
土
地
改
良
区
及
び
神
石
高
原

町
三
和
土
地
改
良
区
の
合
併
を
平
成
十
九
年
三
月
十
六
日
認
可
し
た
。

合
併
に
よ
り
、
設
立
す
る
土
地
改
良
区
及
び
解
散
す
る
土
地
改
良
区
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

な
お
、
こ
の
認
可
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
者
は
、
認
可
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し

て
六
か
月
以
内
に
、
広
島
県
を
被
告
と
し
て
、
こ
の
認
可
の
取
消
し
を
求
め
る
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
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商

港

区

分
区
の
種
類

尾
道
市
因
島
洲
江
町
字
大
高
下
及
び
同
市
因
島
洲
江
町
字
江
尻
の

そ
れ
ぞ
れ
の
一
部

区

域

〇
・
四

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

商

港

区

分
区
の
種
類

尾
道
市
瀬
戸
田
町
宮
原
字
江
尻
、
同
市
瀬
戸
田
町
宮
原
字
前
浜
、

同
市
瀬
戸
田
町
宮
原
字
城
山
及
び
同
市
瀬
戸
田
町
萩
字
薊
の
そ
れ

ぞ
れ
の
一
部

区

域

一
・
一

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

商

港

区

分
区
の
種
類

尾
道
市
瀬
戸
田
町
名
荷
字
越
地
、
同
市
瀬
戸
田
町
名
荷
字
沖
新
開
、

同
市
瀬
戸
田
町
中
野
字
佐
満
堂
、
同
市
瀬
戸
田
町
沢
字
沖
浦
、
同

市
瀬
戸
田
町
瀬
戸
田
字
中
野
、
同
市
瀬
戸
田
町
瀬
戸
田
字
胡
町
、

同
市
瀬
戸
田
町
瀬
戸
田
字
御
幸
町
、
同
市
瀬
戸
田
町
垂
水
字
清
水

及
び
同
市
瀬
戸
田
町
垂
水
字
槙
ヶ
原
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部

区

域

二
・
四

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

漁

港

区

商

港

区

分
区
の
種
類

江
田
島
市
江
田
島
町
切
串
一
丁
目
、
同
市
江
田
島
町
切
串
三
丁
目
、

同
市
江
田
島
町
切
串
四
丁
目
、
同
市
江
田
島
町
小
用
一
丁
目
、
同

市
江
田
島
町
小
用
三
丁
目
、
同
市
江
田
島
町
小
用
四
丁
目
及
び
同

市
江
田
島
町
秋
月
二
丁
目
の
そ
れ
ぞ
れ
の
一
部

江
田
島
市
江
田
島
町
切
串
一
丁
目
、
同
市
江
田
島
町
切
串
三
丁
目
、

同
市
江
田
島
町
小
用
二
丁
目
及
び
同
市
江
田
島
町
秋
月
二
丁
目
の

そ
れ
ぞ
れ
一
部 区

域

三
・
〇
五

四
・
五
三

面

積

(

ヘ
ク
タ
ー
ル)

(定期)



平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

設
立
す
る
土
地
改
良
区

神
石
高
原
町
土
地
改
良
区

二

解
散
す
る
土
地
改
良
区

神
石
高
原
町
油
木
土
地
改
良
区

神
石
高
原
町
神
石
土
地
改
良
区

神
石
高
原
町
豊
松
土
地
改
良
区

神
石
高
原
町
三
和
土
地
改
良
区

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
竹
原
市
か
ら
、
竹
原
都
市
計
画
臨
港
地
区
竹
原
港
臨
港
地
区
の
変
更
に
係
る
同

法
第
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
当
該
図
書
の
写
し
を
広
島
県
都
市
部
都
市
事
業
局

都
市
企
画
室
に
お
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
五
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
都

市
計
画
事
業
を
施
行
す
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
知
事

藤

田

雄

山

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
道
路
三
・
三
・
〇
一
四
号
大
洲
橋
青
崎
線

二

施
行
者
の
名
称

広
島
県

三

事
務
所
の
所
在
地

広
島
県
広
島
市
南
区
比
治
山
本
町
十
六
番
十
二
号

四

事
業
地

収
用
の
部
分

広
島
県
安
芸
郡
府
中
町
茂
陰
二
丁
目
、
千
代
及
び
新
地
地
内

使
用
の
部
分

な
し

次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
を
完
了
し
た
旨
、
土
地
改
良
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五

号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
尾
三
地
域
事
務
所
長

大

下

和

男

議議議
会会会
事事事
務務務
局局局
告告告
示示示

議
会
事
務
局
告
示
第
四
号

広
島
県
議
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
県
議
会
議
長

新

田

篤

実

広
島
県
議
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

広
島
県
議
会
事
務
局
の
組
織
に
関
す
る
規
程

(

昭
和
三
十
二
年
十
二
月
十
五
日
制
定)

の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
中
第
十
五
号
を
削
除
し
、
第
十
六
号
か
ら
第
二
十
二
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
上
げ
、
第
六
条
中

第
三
号
か
ら
第
十
四
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
同
条
第
二
号
の
次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

県
法
規
の
審
査
そ
の
他
の
法
務
の
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
程
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

公公公
安安安
委委委
員員員
会会会
告告告
示示示

広
島
県
公
安
委
員
会
告
示
第

27号

次
の
遊
技
機
は�

遊
技
機
の
認
定
及
び
型
式
の
検
定
等
に
関
す
る
規
則
(昭
和

60年
国
家
公
安
委
員
会
規

則
第
４
号

。以
下
｢規
則
｣
と
い
う

。)
第
６
条
に
定
め
る
技
術
上
の
規
格
に
適
合
し
て
い
る
と
認
め
る
の

で�
規
則
第
９
条
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る

。
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世
羅
町

事

業

主

体

昼
ヶ
草

地

区

名

た
め
池
等
整
備
事
業

事

業

名

平
成
一
九
年
一
月
一
九

日
完

了

年

月

日

(定期)



平
成

19年
３
月

26日

広
島
県
公
安
委
員
会

委
員
長�

須
司

登

内内内
水水水
面面面
漁漁漁
場場場
管管管
理理理
委委委
員員員
会会会
指指指
示示示

広
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会
指
示
第
１
号

外
来
生
物
に
よ
り
在
来
生
態
系
へ
の
被
害
が
生
じ
て
い
る
水
域
又
は
そ
れ
が
懸
念
さ
れ
る
水
域
に
お
い
て�

当
該
外
来
生
物
の
防
除
を
促
進
す
る
た
め�

漁
業
法
(昭
和

27年
法
律
第

267号
)
第

67条
第
１
項
及
び
第

1

30条
第
４
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
指
示
す
る

。

平
成

19年
３
月

26日

広
島
県
内
水
面
漁
場
管
理
委
員
会

会
長

後
藤

文
好

１
指
示
内
容

オ
オ
ク
チ
バ
ス�

コ
ク
チ
バ
ス
及
び
ブ
ル

ーギ
ル
(以
下
｢バ
ス
等
｣
と
い
う

。)
を
第
２
項
に
掲
げ

る
広
島
県
の
区
域
に
お
い
て
採
捕
し
た
者
は�

こ
れ
ら
を
そ
の
区
域
に
放
し
て
は
な
ら
な
い

。た
だ
し�

公
的
機
関
が
試
験
研
究
に
供
す
る
場
合
及
び
当
委
員
会
が
特
に
認
め
た
場
合
は
こ
の
限
り
で
は
な
い

。

２
対
象
区
域

(1)
あ
ゆ
等
の
第
五
種
共
同
漁
業
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
水
域
で
あ
っ
て�

バ
ス
等
に
よ
る
漁
業
被
害

平成19年 3月26日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 1 7号

14

7P
0146

7P
0140

7P
0108

7P
0085

6S
1267

7S
0031

7S
0046

7S
0073

6S
1471

検
定

番
号

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

告
示
の
日

(平
成

19年
３
月

26
日
)

か
ら
３
年
間

検
定
の
有
効

期
間

同
上

同
上

同
上

ぱ
ち
ん
こ
遊

技
機 同
上

同
上

同
上

同
上

回
胴
式
遊
技

機 遊
技
機
の

種
類

Ｃ
Ｒ
時
代

を
ま
た
ぐ

よ
！
黄
門

ち
ゃ
ま
Ｈ

３
Ｃ
Ｘ

Ｃ
Ｒ
時
代

を
ま
た
ぐ

よ
！
黄
門

ち
ゃ
ま
Ｈ

１
Ａ
Ｙ

バ
リ
南
国

Ｘ Ｃ
Ｒ
バ
リ

南
国
Ｘ

サ
ム
ラ
イ

ボ

ール
Ｓ

ジ
ャ
ッ
ク

ポ
ッ
ト
ト

ロ
ピ
カ
ル

バ

ージ
ョ

ン
－

30

オ
フ
シ
ョ

ア
ー

楽
シ

ーサ

ー

Ｒ オ
ン
ナ
ネ

ズ
ミ
コ
ゾ

ウ
Ｊ
Ａ

型
式
名

同
上

株
式
会
社
平
和

代
表
取
締
役
石
橋
保
彦

(群
馬
県
桐
生
市
広
沢
町
二

丁
目

3014番
地
の
８
)

同
上

同
上

株
式
会
社
ニ
ュ

ーギ
ン

代
表
取
締
役
新
井
悠
司

(愛
知
県
名
古
屋
市
中
村
区

烏
森
町
三
丁
目

56番
地
)

岡
崎
産
業
株
式
会
社

代
表
取
締
役
岡
崎
安
弘

(三
重
県
松
阪
市
中
万
町
鐘

突
2185番

地
の
２
)

株
式
会
社
ニ
ュ

ー・
モ
ン

キ

ー

代
表
取
締
役
岡
田
広
志

(大
阪
府
堺
市
堺
区
浅
香
山

町
三
丁
目
９
番

12号
)

株
式
会
社
三
共

代
表
取
締
役
毒
島
秀
行

(群
馬
県
桐
生
市
境
野
町
六

丁
目

460番
地
)

Ｋ
Ｐ
Ｅ
株
式
会
社

代
表
取
締
役
木
戸
秀
二

(神
奈
川
県
座
間
市
東
原
五

丁
目
１
番
１
号
)

申
請

者
名
(住
所
)

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

製
造
業
者
名
(住
所
)

6P
1492

7P
0124

7P
0057

6P
1478

7P
0150

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

同
上

Ｃ
Ｒ
ハ
ム

ナ
プ
ト
ラ

Ｍ
Ｔ
Ｘ

Ｃ
Ｒ
ハ
ム

ナ
プ
ト
ラ

Ｈ
Ｔ
Ｚ

Ｃ
Ｒ
ハ
ム

ナ
プ
ト
ラ

Ｋ
Ｓ
Ｚ

Ｃ
Ｒ
Ａ
ハ

ム
ナ
プ
ト

ラ
Ａ
Ｔ
Ｘ

Ｃ
Ｒ
時
代

を
ま
た
ぐ

よ
！
黄
門

ち
ゃ
ま
Ｈ

４
Ａ
Ｙ

同
上

同
上

同
上

タ
イ
ヨ

ーエ
レ
ッ
ク
株
式

会
社
代
表
取
締
役
佐
藤
英
理
子

(愛
知
県
名
古
屋
市
西
区
見

寄
町

125番
地
)

同
上

左
同

左
同

左
同

左
同

左
同

(定期)



が
深
刻
と
さ
れ
る
水
域
の
う
ち�

漁
業
権
者
等
に
よ
る
バ
ス
等
の
防
除
が
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
次

の
区
域

。

次
の
ア
イ
を
結
ん
だ
直
線
か
ら
上
流�
ウ
エ�
オ
カ�
キ
ク�
ケ
コ�
サ
シ�
ス
セ�
ソ
タ�
チ
ツ�

テ
ト�

ナ
ニ
を
結
ん
だ
直
線
か
ら
下
流
の
江
の
川�

布
野
川�

神
野
瀬
川�

西
城
川�

上
下
川�

馬
洗

川�
美
波
羅
川�

本
村
川�

生
田
川
及
び
長
瀬
川
の
区
域
(江
の
川
漁
業
協
同
組
合
第
五
種
共
同
漁
業

権
内
水
共
第

56号
の
区
域
の
う
ち�

(2)を
除
く
区
域
)

ア
江
の
川
に
お
け
る
三
次
市
作
木
町
大
津
｢両
国
橋
｣
上
流
側
右
岸
付
け
根

イ
〃

島
根
県
邑
智
郡
邑
南
町
下
口
羽
｢両
国
橋
｣
上
流
側
左
岸
付
根

ウ
布
野
川
に
お
け
る
三
次
市
布
野
町
中
国
電
力
(株
)布
野
発
電
所
放
水
口
中
央

エ
ウ
か
ら
布
野
川
の
流
れ
に
直
角
に
対
岸
を
見
通
す
線
と
対
岸
と
の
交
点

オ
神
野
瀬
川
に
お
け
る
三
次
市
君
田
町
櫃
田
｢二
本
谷
橋
｣
下
流
側
右
岸
付
根

カ
〃

左
岸
付
根

キ
萩
川
と
西
城
川
と
の
合
流
点
に
お
け
る
萩
川
の
左
岸

ク
キ
か
ら
西
城
川
の
流
れ
に
直
角
に
対
岸
を
見
通
す
線
と
対
岸
と
の
交
点

ケ
上
下
川
に
お
け
る
三
次
市
三
良
坂
町
大
字
仁
賀
字
手
木

｢

灰
塚
ダ
ム
減
勢
工
導
流
壁
｣
右
岸
下
流
端

コ
〃

左
岸
下
流
端

サ
馬
洗
川
に
お
け
る
三
次
市
吉
舎
町
下
城
双
西
井
堰
下
流
側
右
岸
付
け
根

シ
〃

左
岸
付
け
根

ス
美
波
羅
川
に
お
け
る
三
次
市
有
原
町
郷
｢有
原
橋
｣
か
ら
国
道
沿
い
南
へ
一
番
目
の
国
道
カ

ーブ

の
山
側
取
り
付
け
階
段
か
ら
川
の
流
れ
に
直
角
に
見
通
す
点
と
右
岸
と
の
交
点

セ
〃

左
岸
と
の
交
点

ソ
江
の
川
右
岸
に
お
け
る
安
芸
高
田
市
甲
田
町
と
吉
田
町
と
の
境
界

タ
〃

左
岸
に
お
け
る
甲
田
町
と
吉
田
町
と
の
境
界

チ
本
村
川
に
お
け
る
甲
田
町
浅
塚
筋
原
頭
首
工
下
流
側
右
岸
付
け
根

ツ
〃

左
岸
付
け
根

テ
生
田
川
に
お
け
る
安
芸
高
田
市
高
宮
町
来
女
木
｢川
平
橋
｣
下
流
側
右
岸
付
け
根

ト
〃

左
岸
付
け
根

ナ
長
瀬
川
に
お
け
る
高
宮
町
川
根
｢三
田
橋
｣
下
流
側
右
岸
付
け
根

ニ
〃

左
岸
付
け
根

(2)
河
川
構
造
物
の
設
置
等
に
伴
う
新
た
な
バ
ス
等
の
増
殖
に
よ
り�

近
傍
の
第
五
種
共
同
漁
業
権
へ

の
影
響
が
み
ら
れ
る
又
は
懸
念
さ
れ
る
水
域
の
う
ち�

当
該
漁
業
権
者
又
は
水
域
の
管
理
者
等
に
よ
る

防
除
が
行
わ
れ
て
い
る
又
は
予
定
さ
れ
て
い
る
次
の
区
域

。

(1)の
ケ
コ
を
結
ん
だ
直
線
か
ら
上
流�

次
の
ヌ
ネ�

ノ
マ�

ミ
ム�

メ
モ�

ラ
リ
を
結
ん
だ
直
線

か
ら
下
流
の
上
下
川�

田
総
川�

大
谷
川�

木
屋
川
及
び
杉
谷
川
の
区
域
(国
土
交
通
省
灰
塚
ダ
ム
管

理
区
間
)

ヌ
大
谷
川
右
岸
に
お
け
る
三
次
市
三
良
坂
町
大
字
大
谷
字
大
谷

37地
先

ネ
大
谷
川
左
岸
に
お
け
る
三
次
市
三
良
坂
町
大
字
大
谷
字
大
谷

64地
先

ノ
田
総
川
右
岸
に
お
け
る
庄
原
市
総
領
町
大
字
稲
草
字
門
前

1024-1地
先

マ
田
総
川
左
岸
に
お
け
る
庄
原
市
総
領
町
大
字
稲
草
字
五
萬

696-1地
先

ミ
木
屋
川
右
岸
に
お
け
る
庄
原
市
総
領
町
大
字
木
屋
字
和
田
沖

812地
先

ム
木
屋
川
左
岸
に
お
け
る
庄
原
市
総
領
町
大
字
木
屋
字
朝
日

497-2地
先

メ
上
下
川
右
岸
に
お
け
る
三
次
市
吉
舎
町
大
字
安
田
字
安
永

114-1地
先

モ
上
下
川
左
岸
に
お
け
る
三
次
市
吉
舎
町
大
字
安
田
字
八
幡
迫

1556地
先

ラ
杉
谷
川
右
岸
に
お
け
る
三
次
市
三
良
坂
町
大
字
灰
塚
字
花
ノ
木

2219-21地
先

リ
杉
谷
川
左
岸
に
お
け
る
三
次
市
三
良
坂
町
大
字
灰
塚
字
花
ノ
木

2219-17地
先

３
指
示
の
期
間

平
成

19年
３
月

26日
か
ら
平
成

20年
３
月

25日
ま
で

広広広
島島島
高高高
速速速
道道道
路路路
公公公
社社社
公公公
告告告

都
市
計
画
法

(

昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号)

第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
っ
て
、
次
の
と
お
り
都

市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
が
認
可
さ
れ
た
。

平
成
十
九
年
三
月
二
十
六
日

広
島
高
速
道
路
公
社

理
事
長

田

原

克

尚

一

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

広
島
圏
都
市
計
画
道
路
事
業
三
・
三
・
○
一
四
号
大
洲
橋
青
崎
線

二

施
行
者
の
名
称

広
島
高
速
道
路
公
社

三

施
行
者
の
所
在
地

広
島
市
中
区
中
町
八
番
十
八
号

四

事
業
地

平
成
十
五
年
中
国
地
方
整
備
局
告
示
第
六
十
九
号
の
事
業
地
の
う
ち
、
広
島
県
安
芸
郡
府
中
町
茂
陰
二

丁
目
、
千
代
及
び
新
地
地
内
に
お
い
て
事
業
地
を
変
更
す
る
。
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古紙配合率100％
白色度70％再生紙を使用しています

正正正

誤誤誤

平
成
十
九
年
三
月
十
五
日
付
け
広
島
県
報

(

定
期)

第
二
十
号
に
登
載
の
広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示

第
十
八
号

(

選
挙
権
を
有
す
る
者
の
総
数
の
三
分
の
一
の
数)

の
表
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
訂
正
す
る
。

広
島
県
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局
長

大

西

博

臣

平成19年 3月26日 (月曜日) 広 島 県 報 (定期) 第 6 3 1 7号
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一
〇

ペ
ー
ジ

上 段

三
分
の
一
の
数
の
欄

の
後
ろ
か
ら
一

三
分
の
一
の
数
の
欄

の
後
ろ
か
ら
三

行

七
、
四
三
七

三
一
、
六
九
九

誤

一
九
、
〇
六
八

二
〇
、
〇
六
八

正

(定期)


